
中
国
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
特
質
と
「
憲
法
的
伝
統
」石

　
　
　
塚

（171）中国における言論の白由の特質と「憲法的伝統」

は
じ
め
に

　
中
国
の
人
権
問
題
は
、
国
際
社
会
が
重
要
視
し
、
か
つ
、
中
国

政
府
も
き
わ
め
て
敏
感
な
反
応
を
示
す
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
め

ぐ
る
政
治
的
緊
張
度
は
き
わ
め
て
高
い
。
し
ぱ
し
ぱ
、
ア
メ
リ
カ

を
は
じ
め
と
す
る
西
欧
諸
国
は
、
中
国
で
は
人
権
が
保
障
さ
れ
て

い
な
い
と
し
て
厳
し
く
中
国
を
非
難
し
て
い
る
。
一
方
、
中
国
政

府
は
こ
の
批
判
に
対
し
「
内
政
干
渉
で
あ
る
」
と
し
て
反
駁
を
加

え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
申
で
も
、
言
論
・
表
現
の
自
由
は
西

欧
諸
国
と
中
国
政
府
の
最
大
の
論
争
点
の
一
つ
で
あ
る
。
西
欧
諸

国
の
非
難
の
中
心
は
「
申
国
に
は
表
現
の
自
由
が
な
い
」
と
い
う

点
に
あ
る
し
、
中
国
は
こ
れ
に
対
し
生
存
権
が
す
べ
て
の
人
権
に

優
先
す
る
と
い
う
「
中
国
的
人
権
観
」
の
提
起
を
も
っ
て
対
抗
し

て
い
る
。

　
憲
法
に
お
け
る
言
論
の
白
由
に
関
す
る
位
置
づ
け
は
、
欧
米
と

中
国
で
は
大
き
く
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
例
え
ぱ
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
流
れ
を
く
む
日
本
に
お
い
て
、
表

現
（
二
一
冒
論
）
の
白
由
と
は
、
「
人
の
内
心
に
お
け
る
精
神
作
用
を
、

方
法
の
如
何
を
問
わ
ず
、
外
部
に
公
表
す
る
精
神
活
動
の
自
由
を

　
（
1
）い

う
」
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
支
え
る
意
義
と
し
て
、

通
常
、
個
人
が
言
論
活
動
を
通
じ
て
自
己
の
人
格
を
発
展
さ
せ
る

と
い
う
個
人
的
な
価
値
（
白
己
実
現
の
価
値
）
と
、
言
論
活
動
に

よ
っ
て
国
民
が
政
治
的
意
思
決
定
に
参
加
す
る
と
い
う
民
主
政
に

資
す
る
価
値
（
白
已
統
治
の
価
値
）
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
㌧
砧
。

そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
は
諸
個
人
の
尊
重
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
言

論
の
自
由
は
民
主
主
義
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
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は
個
人
の
尊
厳
を
守
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
か
ら
人
権

を
侵
害
さ
れ
た
際
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
手
段
、
国
家
に
対
す
る
防

御
権
と
し
て
言
論
の
自
由
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
中
国
に
お
い
て
、
言
論
の
自
由
は
、
政
治
的
権

利
・
自
由
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
憲
法
概
説
書

も
、
選
挙
権
の
次
に
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
、
デ
モ
行
進
の

自
由
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
思
想
の
自
由
は
認
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
（
後
述
）
が
言
論
の
自
由
の

限
界
の
大
ま
か
な
基
準
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
あ
た
か
も
、
中
国

が
政
治
的
に
有
用
な
言
論
の
み
を
保
障
し
、
そ
の
保
障
の
目
的
が

国
家
権
力
の
強
化
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
治
的

に
有
用
か
ど
う
か
は
時
の
政
府
が
判
断
す
る
。
人
格
の
尊
厳
は
憲

法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
欧
米
に
お
け
る
個
人
の

尊
厳
概
念
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
言
論
の
自
由
が
個
人
の
尊
厳

と
連
結
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
言
論
の
自
由
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
対
立
お
よ

び
認
識
の
相
違
が
生
じ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
筆
者
は
こ
の
問
題

を
検
討
す
る
際
、
中
国
憲
法
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
背
後
に
あ

っ
て
、
そ
れ
を
支
え
る
法
恩
想
的
伝
統
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要

視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
老
え
る
。
清
末
以
降
の
反
植
民
地
闘
争

の
中
で
、
中
国
は
政
治
的
指
導
者
を
中
心
に
、
国
家
．
民
族
の
生

存
へ
の
強
い
関
心
、
「
天
賦
人
権
論
」
の
否
定
、
集
団
優
先
の
論

理
、
敵
・
味
方
の
理
論
等
を
主
要
な
内
容
と
す
る
き
わ
め
て
国
権

優
位
的
色
彩
の
強
い
憲
政
・
人
権
思
想
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
れ

ら
は
歴
代
の
憲
法
の
規
定
に
も
色
濃
く
反
映
さ
れ
、
言
論
の
自
由

に
対
す
る
法
的
認
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
、
か
か
る
中
国
の
憲
法
を
取
り
ま
く
法
的
．
政

治
的
思
想
の
伝
統
を
「
憲
法
的
伝
統
」
と
総
称
し
、
本
稿
で
は
、

そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
憲
法
に
お
け
る
言
論
の
自

由
の
特
質
を
歴
史
的
、
理
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

い
。

中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
前
の
憲
法

　
「
西
側
の
国
家
は
我
々
が
人
権
を
侵
害
し
た
と
い
う
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

実
、
彼
ら
こ
そ
が
人
権
を
侵
害
し
て
き
た
。
」
「
ア
ヘ
ン
戦
争
で
中

国
侵
略
を
開
始
し
て
以
来
、
彼
ら
は
中
国
の
ど
の
く
ら
い
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

人
の
人
権
を
損
な
っ
て
き
た
こ
と
か
！
」
郵
小
平
は
一
九
八
九
年

の
「
天
安
門
事
件
」
直
後
の
欧
米
諸
国
に
よ
る
「
人
権
外
交
」
に

対
し
て
こ
の
よ
う
に
反
駁
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
ア
ヘ
ン
戦
争
」

に
始
ま
る
被
侵
略
、
人
権
抑
圧
の
歴
史
、
筆
者
は
こ
こ
に
中
国
に
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お
け
る
言
論
の
自
由
を
合
む
人
権
問
題
の
淵
源
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
「
天
賦
人
権
論
」
を
合
む
西
洋
の
思
想
（
西
学
）
が
中
国
に
流

入
し
て
き
た
の
も
、
　
一
八
四
〇
年
に
中
国
が
「
ア
ヘ
ン
戦
争
」
に

敗
北
し
た
以
降
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
中
国
は
帝
国
主
義
列
強
の

侵
略
に
よ
り
、
半
植
民
地
化
の
渦
中
に
あ
う
た
。
そ
こ
で
は
、
政

治
家
、
思
想
家
の
関
心
は
「
救
国
」
に
あ
り
、
彼
ら
は
西
洋
の
人

権
論
を
彼
ら
自
身
の
「
国
情
」
認
識
に
結
合
さ
せ
て
、
独
自
の
人

権
論
を
形
成
し
た
。
国
家
存
亡
の
危
機
の
中
で
、
彼
ら
の
間
で
は

個
人
の
尊
重
よ
り
も
国
家
・
民
族
の
生
存
が
最
優
先
の
課
題
と
さ

れ
た
。
西
洋
の
「
天
賦
人
権
論
」
は
そ
う
し
た
「
国
情
」
に
押
し

つ
ぶ
さ
れ
、
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
を
考
え
る
余
地
も
な
か
り
た
。

　
一
九
〇
八
年
九
月
、
清
朝
政
府
に
よ
り
中
国
最
初
の
憲
法
的
文

書
『
欽
定
憲
法
大
綱
』
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
『
欽
定
憲
法
犬
綱
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
『
大
目
本
帝
国
憲
法
』
の
強
い
影
響
を
受
け
て
お
り
、
「
臣
民

の
権
利
義
務
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
第
二
条
が
臣
民
の
言
論
の
自
由
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
こ

れ
が
中
国
に
お
い
て
言
論
の
自
由
が
憲
法
的
文
書
に
登
場
し
た
最

初
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
大
綱
』
が
「
欽
定
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

権
利
は
皇
帝
か
ら
臣
民
へ
の
贈
与
物
に
す
ぎ
ず
、
列
挙
さ
れ
た
権

利
の
目
的
は
個
人
の
保
護
で
は
な
く
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸

収
し
て
国
家
の
統
合
を
強
化
し
、
皇
帝
の
権
カ
を
保
持
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
西
太
后
は
憲
法
草
案
作
成
の
開
始
の
際
の
「
上
諭
」

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
他
国
の
富
と
力
は

憲
政
の
実
施
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
臣
民
と
の
協
議
に

よ
っ
て
公
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
。
統
治
者
と
そ
の
臣
民
は
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
精
神
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
一
つ
の
身
体
の
如
し
で
あ
る
。
」

こ
の
『
欽
定
憲
法
大
綱
』
に
続
い
て
、
一
九
一
一
年
に
は
『
憲
法

重
大
信
条
十
九
条
』
が
清
朝
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
が
、
こ
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
人
民
の
権
利
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
一
一
年
一
〇
月
、
「
辛
亥
革
命
」
に
よ
り
清
朝
は
滅
亡
し

た
。
そ
の
後
、
中
華
民
国
が
成
立
す
る
も
、
衰
世
凱
の
奪
権
も
あ

り
、
中
国
は
軍
閥
乱
立
、
党
派
抗
争
の
長
い
混
乱
、
混
沌
の
時
期

に
入
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

　
そ
の
間
、
多
く
の
憲
法
、
臨
時
憲
法
、
憲
法
草
案
が
生
ま
れ
た
。

そ
れ
ら
は
す
べ
て
人
民
の
言
論
、
著
作
、
出
版
、
集
会
、
結
社
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
自
由
を
保
障
し
て
お
り
、
そ
の
享
有
主
体
を
限
定
せ
ず
、
ま
た
、

権
利
の
制
隈
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
き
わ
め
て
限
定
し
た
も
の
に

し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
憲
法
、
臨
時
憲
法
は
条
文
の
み

を
み
る
と
優
れ
た
内
容
を
有
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
は
前
述
し
た
中
国
の
「
国
情
」
の
中
で
、
十
分
に
実
施
さ
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れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
中
華
民
国
建
国
初
期
の
憲
政
・
人
権
恩
想
に
強
い
影
響
を
与
え

た
の
は
孫
文
で
あ
る
。
孫
文
は
「
辛
亥
革
命
」
直
後
の
時
期
に
お

い
て
は
、
欧
米
的
な
「
天
賦
人
権
論
」
お
よ
び
「
自
歯
、
平
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

博
愛
」
を
提
唱
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
孫
文
の

思
想
も
当
時
の
中
国
の
「
国
情
」
の
中
で
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

や
が
て
集
団
・
国
家
の
優
先
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
。

　
ま
ず
、
彼
は
「
天
賦
人
権
論
」
、
「
人
」
一
般
の
自
曲
を
否
定
し
、

権
利
の
享
有
主
体
を
限
定
化
し
た
。
一
九
二
四
年
一
月
の
「
国
民

党
『
第
一
次
全
国
代
表
大
会
宣
言
』
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
「
近
世
各
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
民
権
制
度
は
し
ば

し
ぱ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
に
専
有
さ
れ
、
ま
さ
に
平
民
を
抑
圧
す
る

道
具
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
ゆ
え
に
、
国
民
党
の
民
権
主
義
は
一
般

平
民
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
数
者
が
私
有
す
る
も
の
で
は

な
い
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
国
民
党
の
民
権
主
義
は
い
わ
ゆ
る

天
賦
人
権
の
意
味
と
同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
中
国
革
命

の
必
要
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
す
べ

て
の
真
に
帝
国
主
義
に
反
対
す
る
個
人
お
よ
び
団
体
は
等
し
く
一

切
の
自
由
お
よ
び
権
利
を
享
有
で
き
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
国
を

売
り
民
を
歎
い
て
帝
国
主
義
お
よ
ぴ
軍
閥
に
忠
を
尽
く
す
も
の
は
、

団
体
で
あ
れ
、
個
人
で
あ
れ
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
自
由
お
よ
び
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
）

利
を
享
受
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
L
孫
文
の
死
後
、
こ
の
考
え
方

は
さ
ら
に
発
展
し
、
一
九
二
九
年
の
国
民
党
の
第
三
次
全
国
代
表

大
会
は
、
す
べ
て
の
国
民
は
党
を
支
持
し
、
権
利
を
行
使
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
「
三
民
主
義
」
に
忠
誠
を
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

誓
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
決
議
し
た
。

　
次
に
、
彼
は
「
自
由
、
平
等
、
博
愛
」
を
集
団
主
義
的
に
解
釈

し
、
国
民
党
の
革
命
理
念
で
あ
る
「
三
民
主
義
（
民
族
主
義
、
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

権
主
義
、
民
生
主
義
）
」
と
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
た
。
こ
の
中
で

も
、
特
に
自
由
1
1
民
族
主
義
と
い
う
考
え
方
は
、
中
国
に
お
け
る

．
国
家
・
民
族
・
集
団
の
優
位
を
顕
著
に
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

国
家
・
民
族
・
集
団
を
指
導
す
る
も
の
と
し
て
国
民
党
を
位
置
づ

け
た
。
す
な
わ
ち
、
「
辛
亥
革
命
」
後
の
時
期
を
「
軍
政
」
、
「
訓

政
」
、
「
憲
政
」
の
三
つ
に
分
け
、
過
渡
期
と
し
て
の
「
訓
政
」
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

は
国
民
党
が
人
民
を
指
導
す
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え

方
は
『
中
華
民
国
訓
政
時
期
約
法
』
に
お
い
て
具
体
化
し
、
国
民

党
に
よ
る
反
対
派
弾
圧
を
合
法
化
す
る
口
実
と
な
っ
た
。

　
　
一
方
で
、
一
九
二
一
年
に
結
成
さ
れ
た
中
国
共
産
党
は
、
こ
の

孫
文
、
国
民
党
の
憲
法
と
は
別
個
の
憲
法
を
形
成
し
て
き
た
。
し

か
し
、
共
産
党
の
憲
法
も
当
時
の
中
国
の
「
国
情
」
を
反
映
し
て
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お
り
、
前
述
の
憲
政
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

　
ま
ず
、
共
産
党
も
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
の
一
連
の
自
由

を
重
視
し
て
お
り
、
こ
れ
を
憲
法
的
文
書
に
書
き
入
れ
て
い
る
。

一
九
一
三
年
二
月
に
公
布
さ
れ
た
『
中
華
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
憲

法
大
綱
』
は
共
産
党
の
初
め
て
の
憲
法
的
文
書
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
第
一
〇
条
が
「
中
華
ソ
ビ
エ
ト
政
権
は
労
働
者
、
農
民
お
よ

び
労
苦
す
る
民
衆
の
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
の
自
由
を
保
証

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
…
」
と
規
定
し
て
い
た
。

　
第
二
に
、
孫
文
、
国
民
党
が
提
唱
し
た
「
敵
・
味
方
の
理
論
」

を
共
産
党
も
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
中
華
ソ
ビ
エ
ト
共

和
国
憲
法
大
綱
』
第
二
条
は
「
…
ソ
ビ
エ
ト
政
権
の
下
で
は
、
…

軍
閥
、
官
僚
、
地
主
、
豪
紳
、
資
本
家
、
富
農
、
僧
侶
お
よ
び
一

切
の
搾
取
者
と
反
革
命
分
子
の
み
は
、
代
表
を
選
挙
し
、
政
権
に

参
加
す
る
権
利
と
政
治
上
の
自
由
を
有
し
な
い
。
」
と
、
ま
た
、

第
一
〇
条
は
「
－
同
時
に
反
革
命
の
一
切
の
宣
伝
と
活
動
、
一
切

の
搾
取
者
の
政
治
的
自
由
は
、
ソ
ビ
エ
ト
政
権
下
に
お
い
て
は
す

べ
て
絶
対
に
禁
止
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
た
。

　
第
三
に
、
共
産
党
も
「
天
賦
人
権
論
」
を
拒
絶
し
た
。
そ
の
た

め
、
『
中
華
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
憲
法
大
綱
』
以
降
、
共
産
党
主
導

政
権
下
の
憲
法
に
お
い
て
、
多
く
の
権
利
が
当
時
の
政
治
的
必
要

の
増
減
に
よ
り
、
新
設
あ
る
い
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
も
、
共
産
党
は
抗
日
戦
争
、
解
放
戦
争
（
第
二
次
国
共

内
戦
）
の
中
で
、
多
く
の
憲
法
的
文
書
を
制
定
し
た
。
そ
の
ほ
と

ん
ど
に
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
等
の
自
由
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
白
歯
は
「
植
民
地
支
配
、
国
民
党
（
中
華
民
国
）

支
配
か
ら
の
自
由
」
を
目
指
す
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
共
産
党
政

権
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
目
的
は
共
産
党
政
権
の
強

化
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
や
が
て
共
産
党
が
攻
権

を
奪
取
す
る
と
、
も
は
や
「
国
家
か
ら
の
白
由
」
と
し
て
言
論
の

自
由
が
語
ら
れ
な
く
な
う
て
い
っ
た
の
も
、
自
然
な
流
れ
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
二
　
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
後
の
憲
法

　
一
九
四
九
年
一
〇
月
に
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
が
宣
言
さ
れ

た
。
建
国
の
当
時
、
臨
時
憲
法
の
役
割
を
果
た
し
た
『
中
国
人
民

政
治
協
商
会
議
共
同
綱
領
（
共
同
綱
領
）
』
（
一
九
四
九
年
九
月
採

択
）
に
加
え
て
、
そ
れ
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
中
国
は
一
九
五

四
年
、
一
九
七
五
年
、
一
九
七
八
年
、
一
九
八
二
年
に
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
〕

四
つ
の
憲
法
を
制
定
、
公
布
し
て
い
る
。
以
下
、
言
論
の
自
出
に

つ
い
て
問
題
と
な
る
点
を
検
討
す
る
。
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ま
ず
、
こ
れ
ら
の
憲
法
は
敵
・
味
方
の
理
論
を
さ
ら
に
精
錬
し
、

権
利
の
享
有
主
体
の
限
定
化
を
図
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
共
同

綱
領
』
の
「
総
綱
」
に
お
い
て
は
「
人
民
」
と
「
国
民
」
と
い
う

異
な
る
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
著
書
の
説
明
に
よ
れ
ぱ
、

「
人
民
」
と
は
、
労
働
者
階
級
、
農
民
階
級
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階

級
、
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
、
お
よ
ぴ
反
動
階
級
か
ら
意
識
的
に

移
っ
て
き
た
一
部
の
愛
国
民
主
分
子
を
指
す
。
反
動
分
子
は
「
人

民
」
の
範
囲
に
属
さ
な
い
が
、
依
然
と
し
て
中
国
の
「
国
民
」
で

（
脆
）

あ
る
。
■
以
後
の
憲
法
で
は
「
国
民
」
に
代
え
て
「
公
民
」
と
い
う

　
　
　
　
　
（
1
7
）

語
が
用
い
ら
れ
た
。
二
九
五
四
年
憲
法
』
で
は
「
中
葦
人
民
共

和
国
の
す
べ
て
の
権
力
は
人
民
に
属
す
る
。
」
（
第
二
条
）
と
し
て

「
人
民
主
権
」
を
明
記
し
て
い
る
一
方
で
、
第
三
章
の
表
題
を

「
公
民
の
基
本
的
な
権
利
お
よ
び
義
務
」
と
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
「
人
民
」
の
範
囲
に
属
さ
な
い
「
敵
」
に
対
し
、
政

治
的
権
利
を
剥
奪
す
る
と
い
う
規
定
も
設
け
て
い
る
。
『
共
同
綱

領
』
第
七
条
は
「
…
一
般
の
反
動
分
子
、
封
建
地
主
、
官
僚
資
本

家
に
対
し
て
は
、
…
法
に
よ
り
必
要
な
期
間
、
彼
ら
の
政
治
的
権

利
を
剥
奪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
政
治

的
権
利
の
剥
奪
は
も
と
も
と
根
拠
地
時
代
に
反
革
命
分
子
等
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
〕

に
対
す
る
軽
度
の
処
罰
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
『
共
同
綱
領
』

以
降
、
そ
の
範
囲
は
階
級
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
剥
奪

さ
れ
る
政
治
的
権
利
は
、
一
九
五
二
年
に
公
布
さ
れ
た
『
反
革
命

分
子
管
制
暫
行
弁
法
』
が
こ
れ
を
定
義
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は

（
一
）
選
挙
権
と
被
選
挙
権
、
（
二
）
国
家
機
関
の
行
政
職
務
を
担

当
す
る
権
利
、
（
三
）
人
民
武
装
と
人
民
団
体
に
参
加
す
る
権
利
、

（
四
）
言
論
、
集
会
、
結
社
、
通
信
、
居
住
、
移
転
お
よ
び
示
威

行
進
の
白
由
、
（
五
）
人
民
の
栄
誉
を
享
受
す
る
権
利
が
合
ま
れ

て
お
り
か
な
り
広
範
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
反
右
派
闘
争
」
や

「
文
化
大
革
命
」
の
よ
う
な
政
治
運
動
の
犠
牲
者
や
民
主
活
動
家

に
対
し
て
も
政
治
的
権
利
の
剥
奪
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
国
憲
法
に
お
け
る
言
論
の
白
由
は
、

国
家
権
力
の
強
化
に
奉
仕
す
る
政
治
的
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
一
九
五
四
年
憲
法
』
で
は
、
「
公
民

の
基
本
的
な
権
利
お
よ
び
義
務
」
（
第
三
章
）
が
「
国
家
機
構
」

（
第
二
章
）
に
後
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ

の
法
学
者
J
・
ネ
イ
サ
ン
氏
は
「
権
利
は
国
家
の
目
的
に
適
合
す

　
　
　
　
　
　
（
1
9
〕

る
よ
う
に
形
成
さ
れ
」
た
か
ら
だ
、
と
分
析
し
て
い
る
。

　
言
論
の
自
由
の
政
治
的
権
利
化
は
個
々
の
権
利
規
定
に
お
い
て

も
み
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
度
重
な
る
権
利
・
義
務
規
定
の
新
設
と
削
除
で
あ
る
。
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注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
『
共
同
綱
領
』
に
は
恩
想
の
自
由
（
第

五
条
）
、
真
実
の
ニ
ュ
ー
ス
を
報
道
す
る
自
由
（
第
四
九
条
）
が

そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
権
利
は
社
会
主
義

へ
の
移
行
と
同
時
に
、
二
九
五
四
年
憲
法
』
で
は
削
除
さ
れ
た
。

こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
西
村
幸
次
郎
氏
は
「
社
会
主
義
の
道
を
明

示
し
な
い
で
、
諸
階
級
・
階
層
の
存
在
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

容
認
を
前
提
と
す
る
、
新
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
統
一
戦
線
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

織
の
共
同
綱
領
の
性
質
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
分

析
し
て
い
る
。
国
民
党
政
権
が
「
三
民
主
義
」
へ
の
忠
誠
に
よ
り
、

思
想
の
白
曲
を
制
限
し
た
の
に
対
し
、
共
産
党
政
権
は
以
後
、
人

氏
に
社
会
主
義
へ
の
忠
誠
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、

西
欧
諸
国
の
よ
う
な
精
神
的
自
由
権
と
し
て
の
言
論
の
自
由
は
肯

定
さ
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
。

　
『
一
九
七
五
年
憲
法
』
で
は
、
共
産
党
の
指
導
の
擁
護
義
務
と

「
四
大
」
運
用
の
権
利
と
い
う
新
し
い
権
利
、
義
務
が
創
設
さ
れ

た
。
そ
も
そ
も
『
一
九
七
五
年
憲
法
』
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

独
裁
の
下
で
の
継
続
革
命
の
堅
持
」
（
前
文
）
、
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階

級
に
対
す
る
全
面
独
裁
」
（
第
＝
一
条
）
を
明
記
し
た
上
で
、
共

産
党
の
指
導
性
、
地
位
、
役
割
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た
（
前

文
、
第
二
条
、
第
二
二
条
、
第
一
五
条
、
第
ニ
ハ
条
、
第
一
七

条
）
。
そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
第
二
六
条
は
「
公
民
の
基

本
的
な
権
利
お
よ
び
義
務
は
中
国
共
産
党
の
指
導
を
擁
護
し
、
社

会
主
義
制
度
を
擁
護
し
、
中
華
人
民
共
和
国
の
憲
法
と
法
律
に
服

従
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
思
想
の

自
由
の
否
定
が
言
論
の
自
由
を
制
隈
し
て
い
る
端
的
な
一
例
で
あ

る
。

　
「
四
大
」
と
は
「
大
鳴
、
大
放
、
大
弁
論
、
大
字
報
」
の
こ
と

で
、
大
衆
動
員
を
推
し
進
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
指
導
者
に

よ
り
し
ば
し
ぱ
権
力
闘
争
に
利
用
さ
れ
た
。
第
＝
二
条
は
「
大
い

に
意
見
を
述
べ
（
大
鳴
）
、
大
胆
に
意
兄
を
発
表
し
（
大
放
）
、
大

弁
論
を
行
い
、
大
字
報
を
貼
る
こ
と
は
人
民
大
衆
が
創
造
し
た
社

会
主
義
革
命
の
新
し
い
形
式
で
あ
る
。
国
家
は
人
民
犬
衆
が
こ
の

形
式
を
運
用
す
る
こ
と
を
保
障
し
、
集
中
も
あ
れ
ば
民
主
も
あ
り
、

規
律
も
あ
れ
ば
自
由
も
あ
り
、
意
思
の
統
一
も
あ
れ
ぱ
、
個
人
の

気
持
ち
が
の
ぴ
の
ぴ
し
、
生
き
生
き
と
し
て
活
発
な
政
治
的
局
面

を
つ
く
り
出
し
て
、
も
っ
て
、
中
国
共
産
党
の
国
家
に
対
す
る
指

導
を
強
固
に
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
を
強
固
に
す
る
の
に

役
立
た
せ
る
。
」
と
規
定
し
て
、
「
四
大
」
に
き
わ
め
て
高
い
位
置

　
　
　
　
　
　
（
別
）

づ
け
を
与
え
て
い
た
。
「
四
大
」
を
運
用
す
る
権
利
は
言
論
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

由
を
行
使
す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
条
文
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を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
行
使
は
中
国
共
産
党
の
指
導
お
よ

び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
を
強
固
に
す
る
の
に
役
立
た
せ
る
目

的
で
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
「
四
大
」
運
用
の
権
利
は
『
一
九
七
八
年
憲
法
』
に
も
継

承
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
、
一
九
八
O
年
に
郵
小
平
の
「
こ
の

『
四
大
』
の
や
り
方
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
従
来
、
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

作
用
を
創
出
し
な
・
か
っ
た
」
と
い
う
発
言
を
受
け
て
、
第
五
期
全

国
人
民
代
表
大
会
第
三
回
会
議
の
『
憲
法
第
四
五
条
を
改
正
す
る

こ
と
に
関
す
る
決
議
』
に
お
い
て
憲
法
か
ら
削
除
さ
れ
た
。
注
意

す
べ
き
は
、
こ
の
削
除
の
背
景
に
は
民
主
化
運
動
「
北
京
の
春
」

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
四
大
」
運
用
の

権
利
の
削
除
は
、
当
時
、
大
字
報
を
貼
り
政
府
に
対
し
て
様
々
な

．
主
張
、
批
判
を
展
開
し
て
い
た
民
主
化
運
動
を
封
殺
す
る
と
い
う

意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
『
共
同
綱
領
』
以
降
、
文
化
活
動
・
芸
術
の
自
曲
が

言
論
の
自
由
か
ら
独
立
し
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本

に
お
い
て
は
、
「
芸
術
上
の
表
現
活
動
」
も
「
表
現
の
自
出
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

合
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
中
国
に
お
け

る
言
論
の
自
曲
の
政
治
的
権
利
化
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
。

三

現
行
＝
九
八
二
年
憲
法
』
下
に
お
け
る

言
論
の
自
由
の
保
障
と
制
限

　
一
九
七
八
年
＝
一
月
の
共
産
党
第
一
一
期
三
中
全
会
に
お
い
て
、

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
下
の
継
続
革
命
」
論
が
放
棄
さ
れ
、

「
民
主
と
法
制
」
の
強
化
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
現
行
『
一

九
八
二
年
憲
法
』
は
そ
の
流
れ
を
受
け
て
制
定
さ
れ
、
新
中
国
建

国
後
の
憲
法
に
お
い
て
初
め
て
「
公
民
の
基
本
的
な
権
利
お
よ
び

義
務
」
の
章
を
「
国
家
機
構
」
の
章
に
前
置
し
た
り
、
権
利
に
関

す
る
条
項
を
増
加
す
る
等
、
公
民
の
権
利
を
重
視
す
る
婆
勢
を
示

　
　
　
（
肪
）

し
て
は
い
る
。

　
言
論
の
自
由
は
第
三
五
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
『
一

九
七
八
年
憲
法
』
の
下
で
削
除
さ
れ
た
「
四
大
」
運
用
の
権
利
は

規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
他
、
第
四
〇
条
に
は
通
信
の
自
由
、

第
四
一
条
に
は
監
督
の
権
利
と
国
家
暗
償
権
、
第
四
七
条
に
は
科

学
研
究
、
文
学
、
芸
術
創
作
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
文
化
活
動
を
行
う

自
由
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
言
論
の
自
由
を
め
ぐ
る
厳
し
い
環
境
は
な
お
基
本
的

に
は
変
わ
う
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
現
行
憲
法
は
依
然
と
し
て
「
公
民
」
と
「
人
民
」
の
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区
別
、
敵
・
味
方
の
理
論
を
放
棄
し
て
い
な
い
。

　
「
公
民
」
と
「
人
民
」
の
区
別
に
つ
い
て
、
最
近
の
憲
法
概
説

書
に
よ
れ
ば
、
公
民
は
法
律
的
概
念
で
あ
り
、
人
民
は
政
治
的
概

念
で
あ
る
。
公
民
は
人
民
に
比
べ
範
囲
が
広
い
。
公
民
は
我
が
国

全
体
の
社
会
構
成
員
で
あ
る
。
人
民
は
異
な
る
歴
史
的
時
期
に
お

い
て
、
異
な
る
内
容
を
有
す
る
。
現
段
階
に
お
い
て
、
人
民
は
社

会
主
義
労
働
者
全
体
、
社
会
主
義
を
擁
護
す
る
愛
国
者
お
よ
び
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

国
統
一
を
擁
護
す
る
愛
国
者
で
あ
る
。
現
行
憲
法
は
こ
れ
ま
で
の

憲
法
で
初
め
て
、
敵
対
階
級
か
ら
政
治
的
権
利
を
剥
奪
す
る
と
い

う
規
定
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
階
級
闘
争
」
は

依
然
と
し
て
重
要
な
原
理
と
し
て
憲
法
の
前
文
に
そ
の
必
要
性
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
恩
想
、
イ
デ
才
ロ
ギ
ー
方
面
の
統
制
が
強
化
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

　
共
産
党
の
指
導
の
擁
護
義
務
は
削
除
さ
れ
、
前
文
お
よ
び
第
五

条
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
家
機
関
、
武
装
力
、
各
政
党
、
各
社

会
団
体
、
各
企
業
・
事
業
組
織
は
憲
法
お
よ
ぴ
法
律
を
遵
守
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
各
政
党
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

中
に
は
当
然
、
共
産
党
も
合
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
一
見
、

共
産
党
は
憲
法
体
制
の
枠
内
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
、
前
文
で
は
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
が
新
た
に
提
起

さ
れ
た
。
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
社
会
主
義

の
道
」
、
「
人
民
民
主
主
義
独
裁
」
、
「
共
産
党
の
指
導
」
、
「
マ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ス
．
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
毛
沢
東
思
想
」
の
堅
持
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
原
則
の
中
核
は
「
共
産
党
の
指
導
」
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
の
解
釈
権
は
共
産
党
が
掌
握
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
産
党
は
実
質
的
に
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

憲
法
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
は
現
行
憲
法
の
指
導
思
想
と
さ
れ

　
（
3
0
）

て
お
り
、
こ
れ
が
言
論
の
自
由
の
範
囲
の
大
ざ
っ
ぱ
な
基
準
な
の

で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
あ
る
論
者
は
「
四
つ
の
基
本
原
則
の
擁
謹
と

堅
持
は
、
す
べ
て
の
公
畏
が
履
行
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
義
務
で

あ
る
と
憲
法
は
規
定
し
て
い
る
。
反
党
、
反
社
会
主
義
の
言
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訓
〕

発
表
す
る
こ
と
は
、
当
然
、
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と

明
言
し
て
い
る
。
こ
の
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
が
存
在
す
る
た
め
、

西
欧
諸
国
の
よ
う
な
思
想
の
白
由
は
当
然
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い

な
い
。

　
第
三
に
、
第
二
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
国
家
・
集
団
の
重
視
、

優
位
で
あ
る
。

　
言
論
の
自
由
の
制
限
根
拠
と
し
て
、
中
国
の
論
者
が
し
ぱ
し
ば
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引
用
す
る
の
が
第
五
一
条
で
あ
る
。
同
条
は
「
中
華
人
民
共
和
国

の
公
民
は
、
自
由
と
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
り
、
国
家
．
社

会
・
集
団
の
利
益
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
公
民
の
合
法
的
な
自
曲
と
権

利
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
文

は
『
日
本
国
憲
法
』
の
「
公
共
の
福
祉
」
と
も
類
似
し
て
い
る
が
、

こ
の
条
文
が
強
調
す
る
の
は
、
個
人
の
権
利
の
保
護
よ
り
も
国

家
・
社
会
・
集
団
の
利
益
の
保
護
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
に
お

い
て
は
、
こ
の
条
文
を
中
国
憲
法
に
お
け
る
公
民
の
権
利
お
よ
ぴ

義
務
の
本
質
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
権
利
と
義
務
の
一
致
性
」
と
結

び
つ
け
て
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
五
一
条
は
「
権
利
濫

用
防
止
の
一
般
的
な
制
限
条
項
で
あ
り
、
公
民
が
権
利
お
よ
び
自

由
を
正
確
に
行
使
す
る
指
導
原
則
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
権
利
と
義

務
の
一
致
性
を
体
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
民
主
と
法
制
、
民
主
と

規
律
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
も
体
現
す
る
。
す
べ
て
の
公
民
は
、

憲
法
第
五
一
条
の
規
定
の
前
提
の
下
、
自
由
お
よ
び
権
利
を
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
2
〕

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
し
た
が
っ
て
、
言
論
の
自
由
に
関
し

て
も
、
そ
の
保
陣
よ
り
も
限
界
お
よ
び
制
限
の
必
要
性
が
強
調
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
個
人
的
権
利
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
現
行
鷹
法
が
第
三
八

条
セ
「
中
華
人
民
共
和
国
公
民
の
人
格
の
尊
厳
は
侵
さ
れ
な
い
。
」

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
人
格
の
尊
厳
」

と
い
う
語
は
建
国
後
の
憲
法
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
あ
る
憲
法
の
概
説
書
に
よ
れ
ば
、
「
人
格
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

公
民
が
人
と
し
て
具
え
る
べ
き
資
格
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
中
国
憲
法
が
個
人
的
権
利
に
着
目
し
始
め
た
と
い
う
点
で
、

確
か
に
一
歩
前
進
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て

は
、
浅
井
敦
氏
が
、
こ
の
「
人
格
の
尊
厳
」
は
「
人
身
の
自
由
」

（
第
三
七
条
）
に
内
包
さ
れ
る
概
念
に
す
ぎ
ず
、
思
想
的
あ
る
い

は
原
理
的
に
、
西
欧
近
代
憲
法
の
根
底
に
あ
る
個
人
主
義
原
理
に

基
づ
く
個
人
人
格
の
尊
厳
の
理
念
と
は
異
な
る
、
と
指
摘
し
て

（
脳
）

い
る
。

中
国
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
特
質
と

「
憲
法
的
伝
統
」

　
中
華
人
民
共
和
国
建
国
の
直
前
の
一
九
四
九
年
二
月
、
中
国
共

産
党
中
央
は
『
国
民
党
の
六
法
全
書
を
廃
棄
し
解
放
区
の
司
法
原

則
を
確
定
す
る
こ
と
に
関
す
る
指
示
』
を
発
し
た
。
そ
の
後
、
中

国
法
学
界
に
お
い
て
「
法
の
継
承
性
」
が
大
き
な
論
争
点
と
な
っ

＾
肪
〕

た
が
、
人
権
、
言
論
の
自
由
に
つ
い
て
い
え
ば
、
清
末
、
国
民
党

（
中
華
民
国
）
、
共
産
党
（
中
華
人
民
共
和
国
）
の
憲
法
に
は
、
思

081



（181）　中国における言論の自由の特質と「憲法的伝統」

想
面
で
一
定
の
通
有
性
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
て
き
て
い

る
通
り
で
あ
る
。
各
憲
法
に
言
論
等
の
白
由
が
一
貫
し
て
規
定
さ

れ
て
き
た
一
方
で
、
当
時
の
中
国
の
「
国
情
」
の
中
で
形
成
さ
れ

た
独
自
の
「
憲
法
的
伝
統
」
が
、
あ
る
時
に
は
憲
法
の
背
後
に
沈

潜
し
、
ま
た
あ
る
時
に
は
憲
法
の
規
定
上
に
顕
在
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
言
論
等
の
自
由
を
特
質
づ
け
た
。
こ
の
法
思
想
上
の
通
有

性
に
関
連
し
て
、
民
主
活
動
家
魏
京
生
氏
は
・
か
つ
て
中
国
の
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

体
制
を
「
社
会
主
義
の
外
衣
を
ま
と
っ
た
封
建
君
主
制
」
と
評
し

た
。
ま
た
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
（
本
来
的
に
集
団
主
義
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

と
い
う
中
国
の
）
伝
統
を
確
認
し
た
だ
け
」
と
指
摘
す
る
論
者
さ

え
存
在
す
る
。

　
こ
こ
で
、
中
国
憲
法
の
歴
史
的
過
程
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の

特
質
、
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
理
論
的
基
礎
と
背
景
、
す
な
わ
ち

「
憲
法
的
伝
統
」
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
言
論
の
自
由
は
政
治
的
権
利
で
あ
り
、
政
治
的

効
用
に
そ
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
中
国
の
憲
政
史
に
お
い
て
は
、
い
か
に
強
い
国
家
を
形
成
し
、

国
家
・
民
族
の
生
存
を
図
る
か
が
優
先
課
題
と
さ
れ
、
「
国
家
か

ら
の
自
曲
」
を
考
え
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
、
孫
文
は

「
自
由
は
も
は
や
個
人
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
国
家
に
用

い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
が
自
由
す
ぎ
て
は
だ
め
で
あ

り
、
国
家
が
完
全
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
が
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
珊
〕

に
行
動
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
中
国
は
強
盛
な
国
家
と
な
る
。
L

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
J
・
ネ
イ
サ
ン
氏
が
分
析
す
る
よ

う
に
、
「
す
べ
て
の
憲
法
の
主
な
目
標
は
む
し
ろ
国
家
を
強
化
し
、

集
団
の
福
祉
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
過
度
の
国
家
権
カ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

す
る
個
人
の
利
益
を
守
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
憲
法
の
条
文
に
お
い
て
、
権
利
は
政
治
的
権
利
を
中

心
に
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
し
て
国
家

を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
政
治
的
権
利
を
擁
謹
す

る
者
と
誹
講
す
る
者
は
と
も
に
政
治
的
効
用
の
有
無
を
主
張
し
た
。

そ
し
て
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
i
を
吸
収
す
る
の
は
国
家
で
あ
る
か

ら
、
政
治
的
効
用
の
有
無
の
最
終
的
判
断
権
者
は
時
の
国
家
、
指

導
者
で
あ
っ
た
。
言
論
の
自
由
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
言
論
の

自
由
の
意
義
、
効
能
も
そ
う
い
づ
た
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。

　
第
二
に
、
言
論
の
自
由
は
法
律
に
よ
り
制
限
さ
れ
う
る
と
い
う

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
国
家
・
民
族
の
生
存
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
中
で
、
「
天
賦
人

権
論
」
は
拒
絶
、
否
定
さ
れ
た
。
権
利
は
人
の
人
た
る
所
以
か
ら

由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
、
法
律
に
よ
り
賦
与
さ
れ
る
も
の
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と
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
言
論
の
自
由
を
合
む
「
公
民
の
権

利
」
は
法
律
に
よ
り
当
然
に
制
限
で
き
る
。
言
論
の
自
由
は
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
〕

に
よ
っ
て
初
め
て
保
障
さ
れ
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
思

想
の
自
由
、
「
四
大
」
運
用
の
権
利
等
、
そ
の
時
代
の
政
治
的
必

要
か
ら
権
利
が
新
設
、
削
除
さ
れ
る
こ
と
も
、
中
国
に
お
い
て

「
天
賦
人
権
論
」
を
採
用
し
て
い
な
い
表
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
第
三
に
、
言
論
の
自
由
は
集
団
的
生
存
権
に
劣
位
す
る
と
い
う

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
集
団
・
民
族
優
位
の
論
理
も
反
植
民
地
闘
争
に
淵
源
を
も
つ
。

か
つ
て
、
郡
小
平
は
「
人
権
と
は
何
か
？
　
ど
の
く
ら
い
の
人
の

人
権
か
？
　
少
数
者
の
人
権
か
、
そ
れ
と
も
多
数
者
の
人
権
、
全

国
人
民
の
人
権
か
？
　
西
側
世
界
の
い
わ
ゆ
る
『
人
権
』
と
我
々

が
い
う
人
権
は
本
質
的
に
別
の
も
の
で
あ
り
、
観
点
は
異
な
っ
て

　
（
仙
）い

る
。
」
と
述
べ
た
。
一
九
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
中
国
の
人

　
　
（
伽
）

権
状
況
」
と
い
う
白
書
（
人
権
白
書
）
は
、
「
生
存
権
」
と
「
発

展
権
」
を
第
一
に
掲
げ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
通
常
、
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

権
利
の
主
体
は
集
団
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
言
論
の
自
由

は
こ
う
い
っ
た
集
団
・
民
族
の
生
存
、
発
展
と
い
う
利
益
に
従
属

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
新
聞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
無
私
の
精
神
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
最
も
基
本
的
な
気
概
め

反
映
で
あ
る
。
我
々
の
党
は
…
無
私
の
精
神
を
党
員
と
大
衆
の
両

方
が
自
分
た
ち
の
言
動
の
道
徳
的
拠
り
ど
こ
ろ
と
み
な
し
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
個
人
主
義
と
手
を
切
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
党
の
保
護
下

に
お
い
て
、
広
範
な
党
員
と
大
衆
は
す
べ
て
無
私
を
光
栄
と
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
）

し
、
利
己
主
義
を
恥
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
L

　
第
四
に
、
言
論
の
自
由
は
階
級
性
を
有
す
る
と
い
う
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
敵
・
味
方
の
理
論
で
あ
る
。
過
酷
な
反
封
建
闘
争
、

反
植
民
地
闘
争
の
中
で
、
集
団
の
内
と
外
を
分
け
る
と
い
う
考
え

方
が
定
着
し
た
。
こ
の
言
論
の
自
由
の
階
級
性
お
よ
び
敵
・
味
方

の
理
論
は
言
論
の
自
由
の
政
治
的
効
用
の
有
無
か
ら
も
説
明
可
能

で
あ
る
。
反
体
制
派
の
言
論
は
政
治
的
効
用
が
な
く
、
国
家
に
と

っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
、

政
府
が
彼
の
言
論
を
国
家
・
民
族
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
判
断

す
れ
ば
、
彼
は
反
革
命
罪
（
現
行
の
国
家
安
全
危
害
罪
）
と
し
て

処
罰
さ
れ
、
政
治
的
権
利
と
し
て
の
言
論
の
自
由
は
剥
奪
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
言
論
の
自
由
が
思
想
の
自
由
と
分
離
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
中
国
に
お
い
て
は
、
敵
・
味
方
の
選
別
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
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あ
る
特
定
の
思
想
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
強
制
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

国
民
党
の
「
三
民
主
義
」
、
共
産
党
の
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
で

あ
る
。
現
在
、
共
産
党
主
導
政
権
下
の
中
国
に
お
い
て
は
、
「
四

つ
の
基
本
原
則
」
の
枠
内
に
お
い
て
言
論
の
白
幽
は
享
受
で
き
て

も
、
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
か
ら
の
自
由
は
享
受
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
、
文
化
活
動
・
芸
術
の
白
由
は
言
論
の
自
由
と
は
区

別
し
て
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
も
、
厳
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

支
配
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
言
論
の
自
由
は
認
め
ら

れ
て
も
、
思
想
の
自
由
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
言
論
の
自
由
は

西
欧
諸
国
の
よ
う
に
精
神
的
自
由
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
。お

わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
な
言
論
の
自
由
の
特
質
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る

「
憲
法
的
伝
統
」
は
、
今
日
に
至
っ
て
も
政
府
・
共
産
党
の
公
的

立
場
と
し
て
は
何
ら
変
更
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
学
界
に
お
い
て
も

通
説
的
地
位
を
占
め
続
け
て
い
る
。
「
人
権
白
書
」
も
こ
の
「
憲

法
的
伝
統
」
を
「
中
国
的
人
権
論
」
と
し
て
発
展
的
に
再
構
成
し

た
も
の
と
い
え
る
。
「
人
権
白
書
」
の
中
で
、
言
論
の
自
由
に
つ

い
て
は
、
統
計
上
の
数
字
を
根
拠
に
そ
れ
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
論
証
し
て
い
る
が
、
統
計
上
の
数
字
は
人
権
保
障
の
「
質
」

を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
人
権
白
書
」
の
発
表
に
よ
り
、
中
国
政
府

が
公
式
に
「
人
権
」
概
念
を
容
認
し
た
こ
と
は
重
要
な
意
義
を
有

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
よ
り
人
権
、
言
論
の
自
歯
に
関
す
る

議
論
が
中
国
、
特
に
法
学
界
に
お
い
て
も
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
言
論
の
自
由
は
こ
れ
ま
で
体
制
対
反
体
制
と
い

う
形
で
議
論
さ
れ
る
と
い
う
色
彩
が
強
か
り
た
。
言
論
の
自
由
を

要
求
す
る
反
体
制
派
の
主
張
に
対
し
て
、
政
府
お
よ
び
体
制
側
の

　
　
（
伯
）

法
学
者
が
そ
れ
に
反
駁
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
人
権
」
概
念
の
容
認
の
影
響
で
、
体
制
内
に
あ
る
法
学
界
お
い

て
も
、
言
論
の
自
由
の
属
性
、
意
義
、
享
有
主
体
、
限
界
等
に
関

す
る
論
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
ウ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言

論
の
自
由
に
言
及
す
る
論
文
の
中
で
数
は
少
な
い
が
、
政
治
的
権

利
、
政
治
的
意
義
、
階
級
性
等
と
い
づ
た
「
政
治
的
呪
縛
」
か
ら

言
論
の
自
由
を
解
き
放
ち
、
そ
れ
を
個
人
の
権
利
と
し
て
再
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

し
よ
う
と
し
て
い
る
論
者
も
存
在
す
る
。
彼
ら
は
言
論
の
自
歯
の

特
質
を
基
礎
づ
け
て
い
る
「
憲
法
的
伝
統
」
を
超
克
す
る
こ
と
を

試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
憲
法
の
規
定
か
ら
も
わ
か
る
よ
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う
に
、
現
在
の
中
国
に
お
い
て
、
言
論
の
自
由
を
議
論
す
る
こ
と

は
、
共
産
党
の
指
導
や
社
会
主
義
体
制
そ
の
も
の
を
議
論
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
。
言
論
の
自
由
を
求
め
る
主
張
は
、
た
ぴ
た
び

「
四
つ
の
基
本
原
則
」
に
背
く
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
恩
潮
」
と

し
て
厳
し
く
断
罪
さ
れ
、
魏
京
生
氏
、
王
丹
氏
ら
多
く
の
民
主
活
．

動
家
が
こ
れ
ま
で
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
て
き
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
学
者
は
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
と
い
う
制
約

の
下
、
言
論
の
自
由
を
論
じ
る
し
か
な
く
、
正
面
か
ら
「
四
つ
の

基
本
原
則
」
自
体
を
批
判
す
る
主
張
は
な
し
得
な
い
。
現
在
、
依

然
と
し
て
言
論
の
自
由
に
つ
い
て
の
法
学
論
文
は
量
的
に
乏
し
く
、

内
容
も
き
わ
め
て
慎
重
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
国
外
に
脱
出

し
た
民
主
活
動
家
が
急
遠
に
影
響
力
を
失
っ
て
い
る
今
日
、
体
制

内
部
の
変
化
は
こ
れ
ま
で
の
硬
直
し
た
観
点
を
突
破
す
る
き
っ
か

け
に
な
る
か
も
し
れ
ず
、
中
国
の
言
論
の
自
由
の
今
後
に
つ
い
て

き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
づ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
言
論
の
自
曲
を
め
ぐ
る
中
国
法
学
界
の
今
目
的
議

論
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
い
。

（
1
）
　
佐
藤
幸
治
『
窓
法
（
第
三
版
）
』
（
音
林
磐
院
）

　
五
一
三
頁
。

一
九
九
五
年

（
2
）
　
芦
部
信
喜
『
国
家
と
法
1
1
憲
法
』
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
）

　
一
九
八
五
年
　
一
〇
〇
頁
。

（
3
）
「
堅
持
社
会
主
義
、
防
止
和
平
演
変
（
一
九
八
九
年
二
月
二

　
三
目
）
」
『
郵
小
平
文
選
』
第
三
巻
（
人
民
出
版
社
）
一
九
九
三
年

　
三
四
五
頁
。

（
4
）
　
「
国
家
的
主
権
和
安
全
要
始
終
放
在
第
一
位
（
一
九
八
九
年
一

　
二
月
一
日
）
」
前
掲
『
郵
小
平
文
選
』
第
三
巻
　
三
四
八
頁
。

（
5
）
　
憲
法
制
定
の
準
備
過
程
に
お
い
て
清
朝
政
府
に
よ
り
日
本
に
派

　
遣
さ
れ
た
戴
沢
は
、
伊
藤
博
文
首
相
か
ら
人
民
の
自
由
権
に
つ
い
て

　
は
「
そ
れ
は
す
な
わ
ち
法
律
に
定
め
ら
れ
た
、
政
府
の
所
与
・
か
ら
出

　
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
人
民
の
意
の
ま
ま
の
自
由
で
は
な
い
。
」

　
等
と
教
示
を
受
け
た
と
い
う
（
張
晋
藩
・
曾
憲
義
『
中
国
憲
法
史

　
略
』
（
北
京
出
版
社
）
一
九
七
九
年
　
五
一
頁
）
。

（
6
）
蒋
碧
昆
編
『
中
国
近
代
憲
政
憲
法
史
略
』
（
法
律
出
版
社
）
一

　
九
八
八
年
　
五
六
頁
、
R
ニ
フ
ン
ド
ル
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
、
ル
イ
ス
・

　
ヘ
ン
キ
ン
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
J
・
ネ
イ
サ
ン
著
－
斉
藤
恵
彦
・
興

　
椙
一
郎
訳
『
中
国
の
人
権
』
（
有
信
堂
）
一
九
九
〇
年
　
一
一
四
頁
。

（
7
）
林
来
梵
氏
は
「
崩
壌
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
清
王
朝
が
、
当
時
、

　
対
応
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
、
普
通
の
個
々
の
国
民
で
は
な
く
、
清

　
王
朝
の
存
亡
の
運
命
に
働
き
か
け
て
い
る
孫
文
の
革
命
勢
力
お
よ
び

　
朝
野
上
下
の
立
憲
派
勢
カ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
」
と
分
析
し
て

　
い
る
（
林
来
梵
『
中
国
に
お
け
る
主
権
・
代
表
と
選
挙
』
（
晃
洋
杳

　
房
）
一
九
九
六
年
　
一
七
頁
）
。

（
8
）
　
憲
法
、
臨
時
憲
法
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
す

　
な
わ
ち
、
『
中
華
民
国
臨
時
約
法
』
（
一
九
二
一
年
三
月
公
布
）
、
『
中

幽1
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華
民
国
約
法
』
（
一
九
一
四
年
五
月
公
布
）
、
『
中
奉
民
国
憲
法
』
（
一

　
九
二
三
年
一
〇
月
公
布
）
、
『
中
華
民
国
訓
政
時
期
約
法
』
（
一
九
三

　
一
年
六
月
公
布
）
、
『
中
華
民
国
憲
法
』
（
一
九
四
七
年
一
月
公
布
）

　
で
あ
る
。

（
9
）
　
杜
鋼
建
「
重
構
国
民
意
識
与
発
展
国
民
社
会
」
『
蘭
州
学
刊
』

　
一
九
九
四
年
第
六
期
　
ニ
ハ
頁
。

（
1
0
）
　
「
中
国
同
盟
会
革
命
方
略
（
一
九
〇
六
年
）
」
『
孫
中
山
全
集
』

　
第
一
巻
（
中
華
審
局
）
一
九
八
一
年
二
九
六
頁
。

（
1
1
）
　
「
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
宣
言
（
一
九
二
四
年
）
」

　
前
掲
『
孫
中
山
全
集
』
第
九
巻
　
二
一
〇
頁
。

（
1
2
）
　
エ
ド
ワ
ー
ズ
他
・
前
掲
審
　
＝
一
二
頁
以
下
。

（
1
3
）
　
「
三
民
主
義
：
民
権
主
義
（
一
九
二
四
年
）
」
前
掲
『
孫
中
山
全

　
集
』
第
九
巻
　
三
一
九
頁
。

（
1
4
）
　
「
建
国
方
略
（
一
九
一
七
－
一
九
一
九
年
）
」
前
掲
『
孫
中
山
全

　
集
』
第
六
巻
　
二
一
〇
頁
。

（
1
5
）
　
四
つ
の
憲
法
の
中
国
に
お
け
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
董
成
美
編

　
著
－
西
村
幸
次
郎
監
訳
『
中
国
憲
法
概
論
』
（
成
文
堂
）
一
九
八
四

　
年
　
二
五
頁
以
下
、
魏
定
仁
主
編
『
憲
法
学
（
第
二
版
）
』
（
北
京
大

　
学
出
版
社
）
一
九
九
四
年
　
七
〇
頁
以
下
、
呉
家
麟
主
編
『
憲
法

　
学
』
（
群
衆
出
版
社
）
　
一
九
九
二
年
　
五
九
頁
以
下
等
参
照
。

（
1
6
）
　
張
晋
藩
、
曾
憲
義
・
前
掲
書
　
二
四
三
頁
。

（
1
7
）
　
董
成
美
編
著
－
西
村
幸
次
郎
監
訳
・
前
掲
書
　
＝
一
九
頁
以
下
。

（
1
8
）
　
張
令
傑
「
談
剥
奪
政
治
権
利
」
『
法
学
研
究
』
一
九
八
一
年
第

　
六
期
　
七
頁
。

（
1
9
）
　
エ
ド
ワ
ー
ズ
他
・
前
掲
書
　
二
二
七
頁
。

（
2
0
）
　
西
村
幸
次
郎
『
中
国
憲
法
の
基
本
問
題
』
（
成
文
堂
）
一
九
八

　
九
年
　
一
四
三
貢
。

（
2
1
）
　
西
村
幸
次
郎
・
前
掲
書
（
注
2
0
）
二
二
二
頁
以
下
。

（
2
2
）
　
路
偉
雄
「
言
論
自
由
的
若
干
法
律
問
題
」
『
法
学
（
潟
）
』
一
九

　
八
九
年
第
二
期
　
一
〇
頁
。

（
2
3
）
　
「
目
前
的
形
勢
和
任
務
（
一
九
八
○
年
一
月
＝
ハ
日
）
」
『
郵
小

　
平
文
選
』
第
二
巻
（
人
民
出
版
社
）
一
九
八
三
年
　
二
五
七
頁
。

（
2
4
）
　
佐
藤
幸
治
・
前
掲
審
　
五
ニ
ニ
頁
。

（
2
5
）
　
西
村
幸
次
郎
・
前
掲
書
（
注
2
0
）
九
頁
以
下
。

（
2
6
）
　
呉
家
麟
主
編
・
前
掲
書
　
一
九
一
貫
。

（
2
7
）
　
李
歩
雲
著
－
西
村
幸
次
郎
・
永
井
美
佐
子
共
訳
「
憲
政
と
中

　
国
」
『
阪
大
法
学
』
第
四
六
巻
第
三
号
　
二
〇
二
頁
。

（
2
8
）
　
一
九
九
三
年
の
憲
法
の
部
分
改
正
で
「
改
革
開
放
」
の
堅
持
が
、

　
一
九
九
九
年
の
憲
法
の
部
分
改
正
で
「
郵
小
平
思
想
」
の
堅
持
が
そ

　
れ
ぞ
れ
加
え
ら
れ
た
。

（
2
9
）
　
土
屋
英
雄
「
中
国
憲
法
の
問
題
相
－
天
安
門
事
件
と
の
か
か
わ

　
り
で
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
九
五
三
号
（
一
九
九
〇
年
四
月
一
目
）

　
一
〇
〇
頁
、
土
屋
英
雄
編
著
　
季
衛
東
・
王
雲
海
・
王
農
・
林
来
梵

　
『
中
国
の
人
権
と
法
』
（
明
石
書
店
）
一
九
九
八
年
　
一
四
四
頁
以
下
。

（
3
0
）
　
董
成
美
編
著
－
西
村
幸
次
郎
監
訳
・
前
掲
書
　
三
五
頁
、
呉
家

　
麟
主
編
・
前
掲
書
　
六
六
頁
。

（
3
1
）
　
葉
子
「
有
絶
対
的
言
論
白
由
囑
？
」
『
紅
旗
』
一
九
八
一
年
第

　
七
期
　
三
四
頁
。

（
3
2
）
　
呉
家
麟
主
編
・
前
掲
書
　
二
三
九
頁
。

（
3
3
）
　
魏
定
仁
主
編
・
前
掲
奮
　
一
八
三
頁
以
下
。
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（
脳
）
　
浅
井
敦
『
中
国
憲
法
の
論
点
』
（
法
律
文
化
社
）
一
九
八
五
年

　
一
四
一
頁
以
下
。

（
3
5
）
　
「
法
の
継
承
性
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
西
村
幸
次
郎
『
現
代

中
国
の
法
と
社
会
』
（
法
律
文
化
社
）
一
九
九
五
年
　
五
頁
以
下
等

　
を
参
照
。

（
3
6
）
　
魏
京
生
「
五
番
目
の
近
代
化
、
民
主
主
義
お
よ
ぴ
そ
の
他
」

　
（
魏
京
生
著
－
鈴
木
主
税
訳
『
勇
気
－
獄
中
か
ら
の
手
紙
』
（
集
英

　
祉
）
一
九
九
八
年
　
二
二
五
頁
）
。

（
3
7
）
　
エ
ド
ワ
ー
ズ
他
・
前
掲
書
　
五
六
頁
。

（
3
8
）
「
三
民
主
義
：
民
権
主
義
（
一
九
二
四
年
）
」
前
掲
『
孫
中
山
全

　
集
』
第
九
巻
　
二
八
一
頁
以
下
。

（
3
9
）
　
エ
ド
ワ
ー
ズ
他
・
前
掲
書
　
一
六
二
頁
。

（
4
0
）
　
葉
子
・
前
掲
論
文
　
三
三
頁
以
下
、
酪
偉
雄
・
前
掲
論
文
　
七

　
頁
以
下
、
李
歩
雲
・
周
元
青
「
法
律
与
自
由
」
『
紅
旗
』
一
九
八
一

　
年
第
二
二
期
　
一
七
頁
等
参
照
。

（
4
1
）
「
同
『
大
陸
与
台
湾
』
学
術
研
討
会
主
席
団
全
体
成
員
的
談
話

　
（
一
九
八
五
年
六
月
六
日
）
」
前
掲
『
郵
小
平
文
選
』
第
三
巻
　
二
一

　
五
頁
。

（
4
2
）
　
国
務
院
新
聞
弁
公
室
「
中
国
的
人
権
状
況
」
（
董
雲
虎
主
編

　
『
中
国
人
権
白
皮
書
総
覧
』
（
新
華
出
版
社
）
一
九
九
八
年
　
一
頁
以

　
下
）
。

（
蝸
）
徐
崇
温
「
人
民
的
生
存
権
是
首
要
的
人
権
」
（
黄
楠
森
他
編

　
『
当
代
中
国
人
権
論
』
（
当
代
中
国
出
版
社
）
一
九
九
三
年
　
一
四
一

　
頁
）
、
白
桂
梅
「
論
新
一
代
人
権
」
『
法
学
研
究
』
一
九
九
一
年
第
五

　
期
（
邦
訳
と
し
て
、
ア
ジ
ア
法
研
究
セ
ン
タ
ー
編
「
中
国
の
人
権
論

　
（
一
）
」
『
立
命
館
法
学
』
第
二
二
二
号
（
一
九
九
二
年
第
二
号
）
一

　
〇
五
頁
以
下
）
等
。

（
刎
）
　
『
長
江
日
報
』
一
九
八
一
年
三
月
三
日
（
エ
ド
ワ
ー
ズ
他
・
前

　
掲
薔
　
一
八
八
貫
以
下
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）
。

（
妬
）
　
中
国
に
お
い
て
、
基
本
的
に
法
学
者
は
体
制
側
の
人
問
と
い
わ

　
れ
て
い
る
。
「
（
法
学
）
研
究
者
の
仕
事
は
主
に
党
の
決
定
を
普
及
・

　
宣
伝
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
由
に
批
判
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

　
な
い
。
」
（
西
村
幸
次
郎
・
前
掲
杳
（
注
3
5
）
は
し
が
き
三
頁
）

（
蝸
）
　
例
え
ぱ
、
顕
明
・
国
智
「
言
論
自
由
的
法
律
思
考
」
『
法
学

　
（
渥
）
』
一
九
九
一
年
第
八
期
、
杜
鋼
建
「
首
要
人
権
与
言
論
自
由
」

　
『
法
学
（
渥
）
』
一
九
九
三
年
第
一
期
、
董
和
平
「
言
論
自
由
的
憲
法

　
権
利
属
性
及
其
効
能
」
『
法
律
科
学
』
一
九
九
三
年
第
二
期
、
漉
勧

　
栄
「
市
場
経
済
条
件
下
公
民
権
利
及
其
保
障
幾
個
問
題
探
討
」
『
法

　
律
科
学
』
一
九
九
四
年
第
三
期
等
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
倣
梓
姑
二
仁
四
H
議
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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